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障がい者差別相談状況 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年 (2024)２月７日 

出雲市健康福祉部福祉推進課 



令和５年度障がい者差別相談状況 

１．年度別相談件数 

年度 計 
不当な 

差別的取扱い 

合理的配慮の 

不提供 
その他 県全体 

Ｒ５ ７ ０ ３ ４ - 

４ １ ０ １ ０ ２２ 

３ ３ １ ０ ２ １９ 

２ ３ １ ０ ２ ２１ 

元 ６ ３ ０ ３ ２９ 

 

２．啓発等の取組状況 

年度 出前講座等 内容 啓発活動 内容 

Ｒ５ 
１件 

（５名） 
学校 １件 障がい者週間 

４ 
２件 

（７５７名） 
官公庁、学校 １件 障がい者週間 

３ 
８件 

（６２１名） 

官公庁、地区社協、 

学校等 
１件 障がい者週間 

２ 
５件 

（３１７名） 

指定管理者、地区民児

協、学校 
１件 障がい者週間 

元 
８件 

（１５５名） 
民間企業、福祉団体等 １件 障がい者週間 

 

３．ヘルプマークの交付実績（県内の状況） 

 令和元年～令和５年１２月末時点（島根県障がい福祉課提供） 

交付窓口 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 発行累計 

松江市 １０２ ７９ １０１ １７５ １３９ ８１１ 

浜田市 １４ １７ １８ ２５ １８ ２１３ 

出雲市 ３５７ ２９３ ２２０ ２５９ １３７ １，９２６ 

益田市 ８８ ４９ ３８ ３７ １５ ２９６ 

大田市 ９ １４ １０ １９ １６ １５４ 

安来市 ２５ １２ １６ ２４ １１ １３２ 

江津市 １６ ５ １０ １０ １０ ７２ 

雲南市 １３ １２２ ２７ ５９ １４ ２７３ 

町村計 ２６ ２９ ２５ ２７ ２７ ２０８ 

島根県 ４３ ３７ ５２ ３７ ４２ ４６３ 

視障協 １２ ５ １１ ４ ６ ８７ 

総計 ７０５ ６６２ ５２８ ６７６ ４３５ ４，６３５ 

 
1



出雲市障害者差別解消支援地域協議会の設置及び運営に関する要綱 

(平成28年出雲市告示第52号) 

(趣旨) 

第1条 この要綱は、障がいを理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえ

た障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うことを目的に、

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」とい

う。)第17条の規定により設置する出雲市障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」

という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この要綱における用語の意義は、法で使用する用語の例による。 

(所掌事務) 

第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 第1条の目的を達するため、必要な情報を共有するとともに、障がい者からの相談及

び当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組を行う

こと。 

(2) 前号に規定する取組に関し、特に必要があると認めるものについて、出雲市障害者施

策推進協議会に報告し、協議を行うこと。 

(3) 第1号に規定する情報の共有及び前号に規定する協議を行うため必要があると認める

とき、又は市及び関係機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理

由とする差別を解消するための取組に関し他の関係機関等から要請があった場合におい

て必要があると認めるときは、当該関係機関等に対し、相談を行った障がい者及び差別

に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めること。 

(4) 障がいを理由とする差別を解消するための取組に関する関係機関の連携及び協力体制

の構築を図ること。 

(組織) 

第4条 協議会は、委員30人以内で組織する。 

2 委員は、出雲市障害者施策推進協議会設置条例(平成26年出雲市条例第36号)に規定する

出雲市障害者施策推進協議会の委員をもって充てるものとし、市長が委嘱する。 

3 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、次に掲げる者のうちか

ら、委員を委嘱することができる。 

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動

法人及びその他の団体の代表者 

(2) 識見を有する者 

(3) その他市長が必要と認める者 

4 委員の任期は、出雲市障害者施策推進協議会の委員の任期と同一とする。 
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(会長及び副会長) 

第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置く。 

2 会長は、出雲市障害者施策推進協議会の会長をもって充てる。 

3 副会長は、出雲市障害者施策推進協議会の副会長をもって充てる。 

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(ケース検討会議) 

第6条 協議会は、障がいを理由とする差別を解消するための個々の相談及び当該相談に係る

事例の具体的な対応を検討するに当たり、次に掲げる事項について協議するため、ケース

検討会議を置く。 

(1) 障がいを理由とする差別を解消するための相談事案に関する状況確認 

(2) 前号の事案に関する対応方針及び支援内容の検討並びに助言 

(3) その他障がいを理由とする差別を解消するための必要な事項 

2 ケース検討会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。 

3 ケース検討会議は、個々の事案ごとに、当該支援に関係する関係機関等の担当者及び協議

会の委員3人以上をもって組織する。 

4 ケース検討会議に属すべき委員は、会長が定める。 

5 ケース検討会議は、必要があると認めるときは、ケース検討会議を構成する者以外の者に

対し、会議への出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じ

て出席した者に対し、ケース検討会議の協議過程において知り得た情報を漏らしてはなら

ない旨の誓約を求めるものとする。 

6 ケース検討会議は、当該事案に関する検討を行い、その結果を協議会に報告する。 

(守秘義務) 

第7条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、

協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

(庶務) 

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉推進課において処理する。 

(その他) 

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 

3


